
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の 

保有する情報の公開の実施に伴う手数料に関する規程 

 

平成１７年４月１日         

改正 平成１８年４月 1日１８規程第１３号 

改正 平成２７年４月１日２７規程第７８号 

改正 平成２８年４月１日２８規程第２５号 

改正 令和７年７月１日７規程第４９号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所（以下「研究所」と

いう。）の保有する情報を公開するために必要な手数料の額等を定めることを目的とす

る。 

 （手数料の納付） 

第２条 開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者（以下「開示請求者等」とい

う。）は、研究所に、それぞれ、開示請求に係る手数料（以下「開示請求手数料」とい

う。）又は開示の実施に係る手数料（以下「開示実施手数料」という。以下、これらを

総称して「手数料」という。）を納めなければならない。 

（手数料の額） 

第３条 前条の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める額とする。 

一 開示請求手数料 開示請求に係る法人文書１件につき３００円 

二 開示実施手数料 開示を受ける法人文書１件につき、別表の左欄に掲げる法人文書

の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に

定める額（複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下

この号及び次項において「基本額」という。）。ただし、基本額（独立行政法人の保有

する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号。以下「法」という。）第

１５条第５項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合

の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額）が３００円に達するまで

は無料とし、３００円を超えるとき（同項の規定により更に開示を受ける場合であっ

て既に開示の実施を求めた際の基本額が３００円を超えるときを除く。）は当該基本

額から３００円を減じた額とする。 

２ 開示請求をした者が、次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一

の開示請求書によって行うときは、前項第１号の規定の適用については、当該複数の法

人文書を１件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を

受ける場合における同項第２号ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書



である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の

法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。 

 一 一の法人文書ファイル（能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の

目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書（保存期間

が１年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限

る。）の集合物をいう。以下同じ。）にまとめられた複数の法人文書 

二 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書 

３ 手数料は、次の各号に掲げるいずれかの方法により研究所に納付しなければならな

い。 

一 現金書留郵便による納付 

二 開示請求者等が研究所に来所して現金による納付 

三 研究所が指定した銀行口座への振込みによる納付 

４ 前項第３号に掲げる方法により、手数料を納付する場合には、国立研究開発法人医薬

基盤・健康・栄養研究所の保有する法人文書の公開手続き等に関する規程第４条第１

項、第１１条第１項及び第２項に定める書類（標準様式Ａ第１号、Ａ第１３号又はＡ第

１４号及びＡ第１５号）を研究所に提出する際に、手数料を振り込んだことを証明する

書類を併せて提出するものとする。 

 （振込手数料等） 

第４条 前条に定める手数料を開示請求者等が納付するにあたり必要な振込み手数料等の

経費については、開示請求者等の負担とする。 

 （写しの送付の求め） 

第５条 法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか送付に要する費用を負担し

て、法人文書の写しの送付を求めることができる。 

 （送付に要する費用の納付方法） 

第６条 前条に定める法人文書の写しの送付に要する費用の納付方法は、次の各号に掲げ

るいずれかの方法とする。 

一 郵便切手による事前の納付 

二 料金受取人払いの郵便又は宅急便 

（手数料の減免） 

第７条 研究所は、法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付

する資力がないと認めるときは、開示請求１件につき２，０００円を限度として、開示

実施手数料を減額し、又は免除することができる。 

２ 前項の規定による開示実施手数料の減額又免除を受けようとする者は、法第１５条第

３項又は第５項の規定による申出を行う際に、併せて「開示実施手数料の減額（免除）

申請書」（標準様式Ｂ第１号）を研究所に提出しなければならない。 

３ 前項の申請書には、申請人が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第十一条第一



項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けてい

ることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明す

る書面を添付しなければならない。 

４ 第１項の規定によるもののほか、研究所は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の

実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施

の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。 

５ 研究所は、第２項の規定に基づく開示実施手数料の減額（免除）申請について、減額

又は免除することとするときは、「開示実施手数料の減額（免除）決定通知書」（標準様

式Ｂ第２号）を、減額又は免除理由に該当しない場合には、「開示実施手数料の減額

（免除）について」（標準様式Ｂ第３号）をもって、開示請求者に通知するものとす

る。 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年４月１日１８規程第１３号） 

（施行期日） 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２７年４月１日２７規程第７８号） 

（施行期日） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２８年４月１日２８規程第２５号） 

（施行期日） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則（令和７年７月１日７規程第４９号） 

（施行期日） 

この規程は、令和７年７月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

法人文書の種

別 

開示の実施の方法 開示実施手数料の額 

１ 文書又は

図  

 画（２の項

から４の項ま

でに該当する

ものを除

イ 閲覧 100 枚までごとにつき 100 円 

ロ 撮影した写真フィル

ムを印画紙に印画した

ものの閲覧 

１枚につき 100 円に 12枚までごとに

760 円を加えた額 

ハ 複写機により複写し

たものの交付（ニに掲

用紙１枚につき 10円（Ａ２判について

は 40円、Ａ１判については 80円） 



く。） げる方法に該当するも

のを除く。） 

ニ 複写機によりカラー

で複写したものの交付 

用紙１枚につき 20円（Ａ２判について

は 140 円、Ａ１判については 180 円） 

ホ 撮影した写真フィル

ムを印画紙に印画した

ものの交付 

１枚につき 120 円（縦 203 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ、横

254 ﾐﾘﾒｰﾄﾙのものについては 520 円）に

12 枚までごとに 760 円を加えた額 

ヘ スキャナにより読み

取ってできた電磁的記

録をＣＤ－Ｒに複写し

たものの交付 

ＣＤ－Ｒ１枚につき 100 円に該当文書又

は図面１枚ごとに 10 円を加えた額 

ト スキャナにより読み

取ってできた電磁的記

録をＤＶＤ－Ｒに複写

したものの交付 

ＤＶＤ－Ｒ１枚につき 120 円に該当文書

又は図面１枚ごとに 10円を加えた額 

２ マイクロ

フィルム 

イ 用紙に印刷したもの

の閲覧 

用紙１枚につき 10円 

ロ 専用機器により映写

したものの閲覧 

１巻につき 290 円 

ハ 用紙に印刷したもの

の交付 

用紙１枚につき 80円（Ａ３判について

は 140 円、Ａ２判については 370 円、Ａ

１判については 690 円） 

３ 写真フィ

ルム 

イ 印画紙に印画したも

のの閲覧 

１枚につき 10円 

ロ 印画紙に印画したも

のの交付 

１枚につき 30円（縦 203 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ、横

254 ﾐﾘﾒｰﾄﾙのものについては 430 円） 

４ スライド イ 専用機器により映写

したものの閲覧 

１巻につき 390 円 

ロ 印画紙に印画したも

のの交付 

１枚につき 100 円（縦 203 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ、横

254 ﾐﾘﾒｰﾄﾙのものについては 1,300 円） 

５ 録音ディ

ス ク 

イ 専用機器により再生

したものの聴取 

１巻につき 290 円 

６ 電磁的記

録（５の項に

該当するもの

を除く。） 

イ 用紙に出力したもの

の閲覧 

用紙 100 枚までごとにつき 200 円 

ロ 専用機器により再生

したものの閲覧又は視

１ファイルにつき 410 円 



聴 

ハ 用紙に出力したもの

の交付（ニに掲げる方

法に該当するものを除

く。） 

用紙１枚につき 10円（Ａ２判について

は 40円、Ａ１判については 80円） 

ニ 用紙にカラーで出力

したものの交付 

用紙１枚につき 20円（Ａ２判について

は 140 円、Ａ１判については 180 円） 

ホ ＣＤ－Ｒに複写した

ものの交付 

ＣＤ－Ｒ１枚につき 100 円に１ファイル

ごとに 210 円を加えた額 

ヘ ＤＶＤ－Ｒに複写し

たものの交付 

ＤＶＤ－Ｒ１枚につき 120 円に１ファイ

ルごとに 210 円を加えた額 

備考 両面印刷の場合においては、片面を１枚として額を算定する。 

 



標準様式Ｂ第１号                                            令和   年   月    日 
 

開示実施手数料の減額（免除）申請書 
 
 
 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長 ○○ ○○ 殿 
 

                                  氏名又は名称 

                                  住所又は居所 

                                  連絡先電話番号 
 
  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第１７条第３項の規定に基づき、下記

のとおり、法人文書の開示実施手数料の減額（免除）を申請します。 
 
                                        記 
１  開示決定のあった法人文書の名称等 
 
 
   (開示決定通知書の日付・番号：                                   ) 
 
２  減額（免除）を求める額 
 
 
３  減額（免除）を求める理由 
①  生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第   号に掲げる扶助を受けてお 
り、手数料を納付する資力がないため。 

 
②  その他 
 
(注)  ①又は②のいずれかに○印を付してください。 

  ①に○を付した場合は、当該扶助を受けていることを証明する書面を添付してくだ

さい。 
  ②に○を付した場合は、その理由を具体的に記載するとともに、その事実を証明す

る書面を添付してください。 
 



標準様式Ｂ第２号                                                 医基健発第        号 
令和  年  月  日 

  
開示実施手数料の減額（免除）決定通知書 

 
 
                    様 
        (開示請求者)  

 
                    国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長 ○○ ○○   
 
  令和    年    月    日付けで請求のありました開示実施手数料の減額（免除）申請につ

いて、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第１７条第３項の規定に基づき、

下記のとおり、減額（免除）することとしましたので通知します。 
 
                                          記 
 
１  対象となる法人文書の名称とその開示の実施方法 
 
    法人文書の名称： 
 
    開示の実施の方法： 
 
 
２  開示実施手数料を減額（免除）する額 
 
 

＜連絡先＞ 

担当課： 

担当 ： 

所在地：〒567-0085 茨木市彩都あさぎ７－６－８ 

電話： ０７２（６４１）９８３２ 

 



標準様式Ｂ第３号                                                医基健発第         号 
令和  年  月  日 

  
開示実施手数料の減額（免除）について 

 
 
                    様 
        (開示請求者)  

 
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長 ○○ ○○    
 

  令和    年    月    日付けで請求のありました開示実施手数料の減額（免除）申請につ

いては、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に規定する減額（免除）理由に

該当しませんので通知します。 
                                          記 
１  対象となる法人文書の名称とその開示の実施方法 
     法人文書の名称： 
     開示の実施の方法： 
２  減額（免除）を求める開示実施手数料の額 
３  減額（免除）が認められない理由等 
 
(注1) 開示の実施を受ける場合には、上記２の開示実施手数料の追納が必要です。 

(注2) この決定に不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に

対して審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には審査請求をすることができな

くなります。）。 

 また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の

規定により、この決定があったことを知った日から６か月以内に、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄

養研究所を被告として、大阪地方裁判所又は特定管轄裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができ

ます（なお、決定があったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過した場合

には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 
＜連絡先＞ 

担当課： 

担当 ： 

所在地：〒567-0085 茨木市彩都あさぎ７－６－８ 

電話： ０７２（６４１）９８３２ 


